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新型コロナウイルス感染症対策担当 

 

新型コロナウイルス感染症に係る保健所による積極的疫学調査の重点化に伴う患者対応 

及び発生届提出時における HER-SYS 入力の徹底等について（依頼） 

 

 本県の保健医療行政の推進については，平素から格別の御協力を賜り，厚くお礼を申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症については，７月以降，オミクロン株ＢＡ.５系統への置き換わりが進み，連日県

内でも 2,000 人を超える陽性者が発生し，医療機関・保健所業務のひっ迫が懸念されていることから，本県に

おいても国の方針に基づき，別紙１のとおり保健所における積極的疫学調査を全例対象から重点化することと

しました。 

ついては，令和４年７月22日付け「新型コロナウイルス感染症患者への対応について」で別途依頼をしてい

ますが，次の３点についても改めて医療機関に徹底していただくよう貴会会員へ周知をお願いします。 

 なお，各診療・検査医療機関については別途依頼しています。 

 

 １ 発生届の HER-SYS への入力の徹底（発生届の漏れのない記載を徹底） 

  令和４年７月 22 日付け国事務連絡「オミクロン株のＢＡ.５系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応

するための医療機関・保健所の負担軽減等について」では，65 歳以上及び 65 歳未満の重症化リスクのある者

以外の発生届の項目は 10 項目のみ届出で可能とされておりますが，本県におきましては，HER-SYS の入力項目

から患者重症度やリスクを判断し，重点化して調査する対象を絞り込むこととしています。 

ついては，下表の項目について漏れのない入力及び可能な限り速やかな入力（遅くとも当日中）をお願いし

ます。 

  また，HER-SYS 未活用の医療機関がございましたら，早期の活用を御検討いただきますようお願いします。

事情により HER-SYS 活用が難しい場合は，従来通り，FAX 等での届出について，下表の項目について漏れの無

い記載と，可能な限り速やかな発信（遅くとも当日中）をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生届出項目
国事務連絡

（R4.7.22付け）
広島県 備考

陽性者の氏名，フリガナ ● ● 漢字・フリガナ両方必須
性別 ● ●

生年月日 ● ●
当該者の所在地 ● ● 居所把握のため，正確に入力

電話番号 ● ●
※SMS送信のため，
　携帯電話優先

診断日 ● ●
検体採取日 ● ●

発症日 ● ● 療養期間証明に必要
診断類型 ● ●

ワクチン接種回数 ● ●
重症化のリスク因子となる疾病等の有無※ - ●

重症度 - ●
届出時点の入院の必要性の有無 - ●

届出時点の入院の有無 - ●

※重症化リスク因子となる疾病等がある場合に記載し，無い場合は空欄としてください

リスク
判定に
必要



また，重点調査対象とならなかった患者には，スマートフォンなどを利用した MyHER-SYS への入力によっ

て健康観察が実施されますので, ショートメッセージ（ＳＭＳ）送信のため，固定電話番号ではなく，携帯

電話番号での登録にご協力下さい。 

 

２ 陽性者へのフォローアップ 

重症化リスクの低い患者の相談については，かかりつけ医や陽性と診断した医療機関で御対応いただくよう

お願いします。併せて，陽性診断時，患者に次の事項をお伝えいただくようお願いします。 

 ・陽性と診断された場合は，保健所からの連絡を待たず，10 日間（無症状者については７日間）療養すること。 

 ・体調不良等何かあれば，自院に連絡すること。 

   

 ３ 陽性者向けチラシの配布（診療・検査医療機関のみ） 

  別紙２「患者への再受診の案内（参考様式）」を患者に配付し，適切な再受診を促していただくようお願いし

ます。 

  別紙２については，令和４年７月 22 日付け通知の「新型コロナウイルス感染症患者への対応について」で

配付したものの文言を追加・修正等しましたので，こちらを使用してください。（令和４年８月５日改正） 

 また，この改正に伴い，同通知に添付の「新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対する医療提供マニュ

アル」の P34～P35 については，別紙２と差し替えをお願いします。 

 

 

担当 感染症事案対策グループ・新型コロナ感染症対策担当 

電話 082-513-3068（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）・082-513-2844（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

（担当者 児玉・永井）  （担当者 角田・半田） 

 



令和４年８月１日 

 

各診療・検査医療機関の長  様 

 

広 島 県 健 康 福 祉 局 長 

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

新型コロナウイルス感染症対策担当 

 

新型コロナウイルス感染症に係る保健所による積極的疫学調査の重点化に伴う患者対応 

及び発生届提出時における HER-SYS 入力の徹底等について（依頼） 

 

 本県の保健医療行政の推進については，平素から格別の御協力を賜り，厚くお礼を申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症については，７月以降，オミクロン株ＢＡ.５系統への置き換わりが進み，連日県

内でも 2,000 人を超える陽性者が発生し，医療機関・保健所業務のひっ迫が懸念されていることから，本県に

おいても国の方針に基づき，別紙１のとおり保健所における積極的疫学調査を全例対象から重点化することと

しました。 

ついては，令和４年７月22日付け「新型コロナウイルス感染症患者への対応について」で別途依頼をしてい

ますが，次の３点についても改めて医療機関に徹底していただくよう貴院内へ周知をお願いします。 

  

 １ 発生届の HER-SYS への入力の徹底（発生届の漏れのない記載を徹底） 

  令和４年７月 22 日付け国事務連絡「オミクロン株のＢＡ.５系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応

するための医療機関・保健所の負担軽減等について」では，65 歳以上及び 65 歳未満の重症化リスクのある者

以外の発生届の項目は 10 項目のみ届出で可能とされておりますが，本県におきましては，HER-SYS の入力項目

から患者重症度やリスクを判断し，重点化して調査する対象を絞り込むこととしています。 

ついては，下表の項目について漏れのない入力及び可能な限り速やかな入力（遅くとも当日中）をお願いし

ます。 

  また，HER-SYS 未活用の医療機関がございましたら，早期の活用を御検討いただきますようお願いします。

事情により HER-SYS 活用が難しい場合は，従来通り，FAX 等での届出について，下表の項目について漏れの無

い記載と，可能な限り速やかな発信（遅くとも当日中）をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生届出項目
国事務連絡

（R4.7.22付け）
広島県 備考

陽性者の氏名，フリガナ ● ● 漢字・フリガナ両方必須
性別 ● ●

生年月日 ● ●
当該者の所在地 ● ● 居所把握のため，正確に入力

電話番号 ● ●
※SMS送信のため，
　携帯電話優先

診断日 ● ●
検体採取日 ● ●
発症日 ● ● 療養期間証明に必要

診断類型 ● ●
ワクチン接種回数 ● ●

重症化のリスク因子となる疾病等の有無※ - ●
重症度 - ●

届出時点の入院の必要性の有無 - ●
届出時点の入院の有無 - ●

※重症化リスク因子となる疾病等がある場合に記載し，無い場合は空欄としてください

リスク
判定に
必要

shinjo
写し



また，重点調査対象とならなかった患者には，スマートフォンなどを利用した MyHER-SYS への入力によっ

て健康観察が実施されますので, ショートメッセージ（ＳＭＳ）送信のため，固定電話番号ではなく，携帯

電話番号での登録にご協力下さい。 

 

２ 陽性者へのフォローアップ 

重症化リスクの低い患者の相談については，かかりつけ医や陽性と診断した医療機関で御対応いただくよう

お願いします。併せて，陽性診断時，患者に次の事項をお伝えいただくようお願いします。 

 ・陽性と診断された場合は，保健所からの連絡を待たず，10 日間（無症状者については７日間）療養すること。 

 ・体調不良等何かあれば，自院に連絡すること。 

   

 ３ 陽性者向けチラシの配布（診療・検査医療機関のみ） 

  別紙２「患者への再受診の案内（参考様式）」を患者に配付し，適切な再受診を促していただくようお願いし

ます。 

  別紙２については，令和４年７月 22 日付け通知の「新型コロナウイルス感染症患者への対応について」で

配付したものの文言を追加・修正等しましたので，こちらを使用してください。（令和４年８月５日改正） 

 また，この改正に伴い，同通知に添付の「新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対する医療提供マニュ

アル」の P34～P35 については，別紙２と差し替えをお願いします。 

  別紙３「新型コロナウイルス陽性者の方へ」を新たに作成しましたので，併せて配付をお願いします。 

  

 

担当 感染症事案対策グループ・新型コロナ感染症対策担当 

電話 082-513-3068（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）・082-513-2844（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

（担当者 児玉・永井）  （担当者 角田・半田） 



別紙１

保 健 所 業 務 の 重 点 化 ・ 効 率 化 に よ る 患 者 の 重 症 化 防 止

高リスク者

保健所等による健康観察

第６波ピーク時

新規感染者数
1599人

第７波ピーク時

予想新規
感染者数
約4,500人

約3,150人

低リスク者
（高リスク者以外の者）

約1,350人

保健所等に
より対応健康観察の重点化

SMSによる療養に関する
情報提供
（My HER-SYSでの健康観察，
自宅療養セット，療養証明など）

SMSが届かない方等

ハイリスク者へ
の対応は専門
知識が必要

感染拡大期にあっても，重症化する患者を逃さす適切に医療につなげる体制を維持する。

保健所業務
ひっ迫

・65歳以上
・65歳未満で，重症化リスク因
子を保持
・妊婦

陽性者対応の運用変更（開始時期：8月4日（木）開始予定）

高リスク者（3割）

保健所等から
電話連絡

SMS送信

My HER-SYS登録

療養場所の選択

自宅療養セット
申込みフォーム

宿泊療養

宿泊療養希望
申込みフォーム

低リスク者（7割）

変 更

自宅療養

陽性者相談窓口の設置

変更なし

県ホームページ電子申請

・65歳以上
・65歳未満で，重症化リスク因子を保持
・妊婦

上記以外の者

SMS送信

My HER-SYS※登録ができ

ない方は従来通り保健
所から電話連絡

My HER-SYS登録方法等

低リスク者の相談に対し
24時間体制でフォローす
る。
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【重要なお知らせ】 

  広島県においては，感染急拡大に伴い，保健所業務がひっ迫しており，現在，保健所から陽性と 

 なった方への連絡に時間を要する状況となっています。このため，保健所から電話またはショート 

 メッセージがあるまで，しばらくお待ちください。発熱や咽頭痛，下痢などの症状が悪化した場合 

などは，次の順番で医療機関を受診してください。 

  ただし，急激な呼吸困難や意識障害など緊急時には 119 番へ救急要請してください。 

 

症状が改善しない方へ 
 

① 症状が改善しない場合や悪化した場合は… 

 当院に電話でご相談ください。 

  医療機関名称   

 

連絡先電話   

 

 

② 休日等当院に電話がつながらない場合は…  

広島県ホームページ掲載の 

「新型コロナウイルス感染症に係る電話・オンライン診療実施医療機関リスト」 

にあるお近くの医療機関に連絡し，受診してください。 

 

 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/sinryoukensaichiran.html 

 

③ それでも，見つからない場合は… 

下記の広島県オンライン診療センターに連絡してください。 

広島県オンライン診療センター 

０８２－２３６－１１３１ 

  月曜日～土曜日    13:30～19:00 （受付：13:00～18:00） 

日曜日・祝 日   10:30～17:00 （受付：10:00～16:00） 

※８月 11 日～15 日は日曜日・祝日の開設時間となります。 

・新型コロナウイルス感染症に係る症状にのみ対応 

・事前の WEB 問診がございます。 

スマートフォン等から電話をいただいた後，URL を送信します。Web 問診の必要事項を 

入力していただいた後，順番がきましたら，オンライン診療が開始されます。 

・お薬については，患者数の増加等により，翌日のお届けになる場合がありますので，ご了承 

ください。 

○ 新型コロナウイルス治療の費用について 

自己負担分（1～3 割）は公費負担のため無料。ただし，事業主等負担分（7～9 割）は健康保険の

適用となりますので，必ず健康保険証（診療時点で有効なもの）をご用意ください。 

（ただし，陽性判明以前や療養解除後に受けた医療，新型コロナウイルス感染症に関係のない医療の

費用については，対象外となります。また，診療報酬に含まれないオンラインシステム利用料や処方

箋・薬の配送費などは，医療機関・薬局によっては自己負担が発生する場合があります。） 

陽性者配付用（令和４年８月５日改正） 

QRコードは 
(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

患者への再受診の案内(参考様式) 

（８月 1 日から開設時間を変更しております。） 
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【ご自身で必ず行っていただきたいこと】 
 

① 療養期間の確認 

  療養解除の基準は，発症から 10 日間かつ症状軽快から 72 時間経過していることです。無症状の場  

合は，検査を受けた日から 7 日経過していることです。 

 

 

 

 

療養期間中は人との接触や外出を避け，ご自宅で健康観察をお願いします。広島県 HP で療養期間を計

算することができますので，下記 URL を検索 または 右下の QR コードを読み取り，ご確認ください。 

 

② 濃厚接触者への連絡 

濃厚接触者の方への連絡は、患者様ご本人から直接お願いします。同居の方は濃厚接触者になります。

原則５日間の外出自粛と健康観察をお願いします。 

 

上記について，詳しくは広島県 HP「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」 

でご確認ください。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/corona-kanjya.html  

 

 

【保健所からの今後の連絡方法】  

 

これまで保健所から陽性となった方へは，電話連絡しておりましたが，今回の感染急拡大に伴い，保健

所の業務がひっ迫しており，次のとおり連絡方法を変更させていただきます。 

■呉市・福山市以外の方 

 
64 歳以下の方 

（原則重症化リスクのない方） 

65 歳以上の方・ 

重症化リスクの高い方 

保健所からの連絡方法 

 

SMS（ショートメッセージ） 

※ 携帯電話番号がない方は， 

連絡のつく電話番号にご連絡 

いたします。 

 

 

電話連絡 
※ 感染者が急増している時期は， 

ご本人への連絡までに数日を 

要する場合があります。 

 
 

※ SMS に療養中の注意点や健康に不安があった場合の健康相談窓口など案内を掲載しておりますので， 

 必ずご確認をお願いします。 
 

■呉市・福山市の方 

 みなさま 

保健所からの連絡方法 

 

電話連絡 
※ 感染者が急増している時期は，ご本人への連絡までに数日を要する 

場合があります。 

 

 



新型コロナウイルス陽性者の方へ
感染急拡大に伴い、保健所業務がひっ迫しており、保健所から陽性となった方への連絡に時間を要する状況となっています。

このため、保健所から「電話」または「ショートメッセージ」があるまで、今しばらくお待ちください。

医療機関またはＰＣＲセンターから報告された携帯電話番号に、
保健所から「電話」または「ＳＭＳ（ショートメッセージ）」が届きます。

広島県ホームページ「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」の
ページをご覧いただき、My HER-SYSの新規登録と日々の健康状態の
入力をお願いします。療養証明書の発行に必要となります。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/corona-kanjya.html

希望される方は、療養期間が終了しましたら、広島県ホーム
ページ「療養証明について」をご覧いただき、お申し込みくだ
さい。 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/corona-syugyouseigen.html

上記以外の方
SMS（ショートメッセージ）

携帯電話番号がない方は、連絡のつく電話番号にご連絡い
たします。

自宅療養

65歳以上の方・妊婦・
重症化リスクの高い方

電話連絡
感染者が急増している時期は、ご本人への連絡までに数日
を要する場合があります。

重症化等に応じて、
療養先決定
（自宅療養を含む）

同居家族 または 発症日から２日前以降にマスクの着用等の感
染対策を講じずに１５分以上接触がある方へは、濃厚接触者で
あることをご自身でお伝えください。

最終接触日から５日間外出の自粛

医療機関を受診

発症日（０日目）から最短１０日間

検査日（０日目）から最短７日間

※「症状軽快」とは，解熱剤を使用せず解熱し，かつ呼吸器症状が改善傾向にあるこ
とです。
（例）発症日から９日経過後に症状軽快した場合

※療養期間中に発症した場合は、発症日（０日目）から最短1０日間に延長します。

広島県
（広島市・呉市・福山市以外）
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自宅療養・外出自粛 
家族を含めた他者との接触を避け、ご自身で健康管理を行ってください 
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